
３　まちづくり推進部各課の仕事と課題など

課の名称

まちづくり
推進政策課

課題①

取組内容

実施状況

課題②

取組内容

実施状況

課題③

取組内容

実施状況

中心市街地に新築住宅を建設・購入する２人以上の世帯に対する支援を行
い、まちなか居住を推進します。また、多くの方に事業を知っていただけるよ
う、積極的に制度の周知を行います。

ロイヤル劇場ビルに開設している窓口（やながせＲテラス）では、より多くの
方にご利用いただけるよう、毎週木曜日・年末年始を除き、土日祝日も申
請・相談に対応しています。また、ラジオや広報等で幅広い世代の方に制
度の紹介を実施しています。

景観形成・景観まちづくりの推進

業務内容、課題など　（所属長が記入）

【主な業務内容】
・まちなか居住に関すること
・中高層建築物条例（6階以上の建築物の建設）に基づく届出業務
・国土利用計画法に基づく届出業務
・景観計画・景観まちづくりに関する業務
・中山道加納宿まちづくり交流センターの運営業務
・部内の財務、庶務の総括

まちなか居住の推進

景観法に基づく届出や景観アドバイザー等の制度により、良好な景観形成
の推進及び民間主導のまちづくりの担い手育成・創出を図ります。

景観計画区域や景観計画重要区域における景観法に基づく届出等の適正
な運用及びワークショップ等を通じた担い手育成・創出に取り組んでいま
す。
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課の名称

空家対策課

課題①

取組内容

実施状況

課題②

取組内容

実施状況

課題③

取組内容

実施状況

業務内容、課題など　（所属長が記入）

【主な業務内容】
・空家等対策計画の推進に関する業務
・管理されていない空き家に関する対応業務

空家等対策計画の推進

空家等対策計画に基づき、専門家による無料相談会の開催や啓発リーフ
レットの作成配布等による空き家の適正管理の促進、空き家改修費補助事
業や岐阜市版空き家バンク運営事業等による空き家の流通・活用の促進を
図ります。

空き家の適正管理を啓発するリーフレットを市内に固定資産をお持ちの方
に送付するとともに、専門家による無料相談会、空き家改修費補助事業、
岐阜市版空き家バンク運営事業を実施しています。

管理されていない空き家への対応の促進

市民の安全・安心を確保するため、管理されていない空き家に対し、継続し
た指導を実施し、管理不全な空き家への対応の促進を図ります。

管理されていない空き家に対して、パトロール等の継続した指導を行うとと
もに、早期解決を図るため、不良空き家除却費補助事業を実施していま
す。
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課の名称

建築指導課

課題①

取組内容

実施状況

課題②

取組内容

実施状況

課題③

取組内容

実施状況

業務内容、課題など　（所属長が記入）

関連法令に基づいて確認申請等の審査、検査を実施しています。また事前
相談において最新の法改正などを基に計画建築物の法的な取扱いや課題
を整理し、適切に確認等業務が行えるよう取り組んでいます。

民間建築物の耐震化の促進

【主な業務内容】
・建築基準法に基づく建築・仮設許可、審査、検査、道路位置指定に関する業務
・建築物省エネ法、福祉のまちづくり条例に関する業務
・違反建築物に関する対応業務
・民間建築物耐震化促進事業、既設ブロック塀撤去に係る補助事業
・建築物、エレベーター等の定期報告業務
・屋外広告物法、岐阜市屋外広告物条例に関する業務
・都市計画法に基づく開発許可等や宅地造成等規制法（旧法律）に基づく宅地造成に
　関する工事の許可等の業務

建築基準法等に基づく審査、検査をとおした安全安心な建物づくりの推進

建築基準法のほか建築物省エネ法やバリアフリー法など関連法令に適合
し、安全で安心な建築物が供給されるよう設計審査及び現場検査を行いま
す。

屋外広告物の適正化の推進

屋外広告物法及び岐阜市屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に対し必
要な規制・誘導を行い、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危
害の防止を図ります。

屋外広告物許可制度の適正な運用、違反広告物の簡易除却、未申請物件
の調査・申請指導等の各種施策を実施しています。

木造住宅無料耐震診断や木造住宅耐震改修工事、ブロック塀等撤去、耐
震シェルター設置などの補助事業を実施すると共に、啓発チラシの配布な
どを通じて、民間建築物の耐震化の促進を図ります。

5月7日より木造住宅の無料耐震診断、耐震改修工事、ブロック塀等撤去、
および一般建築物の耐震診断事業等の補助申請受付を昨年度より拡大・
拡充して開始します（10月31日まで）。
6月3日より耐震シェルター設置の補助申請受付を開始する予定です。
また、住宅耐震講座等による啓発を行っています。
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課題④

取組内容

実施状況

都市の健全な発展と秩序ある整備や宅地造成に伴うがけ崩れ等による災
害の防止のため、開発許可や宅地造成に関する工事の許可等の制度によ
り、まちづくりを進めます。

市街化区域や市街化調整区域における開発許可等や、宅地造成工事規制
区域における宅地造成に関する工事の許可等の適正な運用に取り組んで
います。

都市計画法や宅地造成等規制法（旧法律）によるまちづくり
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課の名称

公共建築
整備課

課題①

取組内容

実施状況

課題②

取組内容

実施状況

課題③

取組内容

実施状況

公共工事の最適化

適正な工期を確保するとともに、施工時期等の平準化や週休二日制モデル
工事の実施などに取り組み、働き方改革を促進します。

技術力を総合的に評価する、総合評価制度を活用した工事発注など、公共
建築工事標準仕様書に基づいた公共施設の設計及び工事を実施していま
す。

工事の内容や工事を行う施設の運営状況を踏まえ、年度当初の工事発注
や適正な工期の設定などを実施しています。

業務内容、課題など　（所属長が記入）

事業計画に基づき、公共施設の建築及び改修工事を実施しています。

公共工事の品質確保の促進

公共工事の品質確保を促進するため、適切な設計及び工事監理を行いま
す。

【主な業務内容】
・公共施設の新築、増築、耐震補強、改修工事の設計、積算、監理業務
・公共施設のマネジメント推進に関する業務

良質な公共施設の供給

公共施設の長寿命化や複合化を図るなど、時代や市民ニーズを反映した
公共施設の建築及び改修工事の設計、積算、工事監理業務を行います。
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課の名称

公共建築
保全課

課題①

取組内容

実施状況

課題②

取組内容

実施状況

課題③

取組内容

実施状況

安全で安心して公共施設が利用できるよう、防災設備の更新や設置を行い
ます。

受変電設備や非常用自家発電設備及び自動火災報知設備などの工事を
実施しています。

公共施設の性能や機能の保全

老朽化した公共施設の性能や機能の状態を良好に維持するため、設備工
事の設計、積算、監理業務を実施し、施設の保全に取り組みます。

公共施設の事業計画や点検結果に基づき、設備工事を実施しています。
また、施設管理者などに点検結果内容について技術的なサポートを実施し
ています。

業務内容、課題など　（所属長が記入）

【主な業務内容】
・公共施設に附属する設備（電気・機械）に関する工事の設計、積算、監理業務
・公共施設のマネジメント推進に関する業務

公共工事の最適化

適正な工期を確保するとともに、施工時期等の平準化や週休二日制モデル
工事の実施などに取り組み、働き方改革を促進します。

工事の内容や工事を行う施設の運営状況を踏まえ、年度当初の発注や適
正な工期の設定などを実施しています。

安全で安心して利用できる公共施設の普及
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課の名称

住宅課

課題①

取組内容

実施状況

課題②

取組内容

実施状況

課題③

取組内容

実施状況

土地の現況と公図が著しく異なっていることや未登記の土地が存在してい
ることから、現況に即した整理を実施します。

モデル地区以外の現況調査・所有権移転交渉・公図整理等を進めていま
す。

家賃滞納者に対し督促や呼び出し、訪問徴収を行い、悪質な家賃滞納者に
は、滞納家賃の支払いや住宅の明け渡しを求めて訴訟を提起します。

家賃滞納者に督促、呼び出し、訪問徴収を実施しています。

鷺山旧市営住宅敷地の整理

市営住宅を長期的に活用するため、長寿命化計画に基づき改修工事等を
実施します。

令和６年度は、外壁及び屋上防水工事、エレベーター改修工事、入浴設備
設置工事を実施します。

市営住宅の家賃滞納者への対応

業務内容、課題など　（所属長が記入）

【主な業務内容】
・市営住宅の管理に関する事務
・市営住宅の長寿命化を図る業務
・市営住宅跡地の管理に関する事務
・住宅政策に関する業務

市営住宅の長寿命化
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